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鳥栖市教育委員会 議事要旨 

 

１ 会 議 名 

教育委員会１０月定例会 

 

２ 開 催 日 時 

令和７年１０月８日（水）９時００分開会９時５１分閉会 

 

３ 開 催 場 所 

鳥栖市役所 ３階第３委員会室 

 

４ 会 議 の 公 開 

一部非公開 

 

５ 出 席 委 員 

佐々木教育長、古澤教育長職務代理者（委員）、戸田委員、森田委員、山口委員 

 

６ 出席事務局職員 

姉川教育部長、西木教育総務課長、井手学校教育課長、岡本学校給食課長兼学校給食

センター所長、久家生涯学習課長兼図書館長、権藤学校教育課参事兼課長補佐兼教育

指導係長兼指導主事、島生涯学習課課長補佐、眞子教育総務課総務係長 

 

７ 傍 聴 

０人 

 

８ 経 過 報 告 

９月定例会以降の経過報告 

 

 



 

 

９ 議 事 録 承 認 

９月定例会の議事録承認          【承認】 

９月臨時会の議事録承認          【承認】 

 

10 報 告 事 項 

（１）教育プランの進行管理について 

（２）卒業式及び入学式について 

 

11 議     案 

議案第 21 号 学校施設に係る工事の計画について 

臨時代理報告第５号 事務局職員の人事異動について 

臨時代理報告第６号 鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会への諮問について 

 

12 今後の予定等 

 

13 次回会議予定 

 教育委員会１１月定例会  令和７年１１月１９日（水）１０時３０分から 

 

  



 

 

○佐々木教育長 

ただいまから教育委員会 10 月定例会を始めます。議事に入ります前に、委員の皆様にお

諮りいたします。臨時代理報告第６号議案につきましては、鳥栖市教育委員会会議規則第

11 条第１項第４号の個人情報が含まれるものに該当しますので非公開により審議を行う

ことに御異議ございませんでしょうか。 

○各委員 

異議なし。 

○佐々木教育長 

それでは臨時代理報告第６号議案につきましては非公開で審議することに決しました。そ

れでは、事務局より経過報告をお願いします。 

○西木教育総務課長 

（資料に基づき説明） 

○井手学校教育課長 

（資料に基づき説明） 

○佐々木教育長 

事務局より説明が終わりましたが、御質問等ありますでしょうか。 

○森田委員 

市議会の一般質問のところで、教育センターみらいに関することですが、昨年度は 10 数

名が通所されていたと記憶していてますが、今年度 5名ということで、例年もっと多くい

らっしゃったと思っているのですが、昨年度までいらっしゃった子どもたちは継続されて

いないのでしょうか。 

○井手学校教育課長 

森田委員がおっしゃる通り昨年度は、小学生が６名、中学生 10 名の 16 名でした。現在は

５名となっております。改善が見られて学校に復帰した、また卒業した児童生徒がおりま

すので、現在は５名の通所となっております。５名の詳細な内訳については手持ちの資料

がございませんのでこの場では回答を控えさせていただきます。 

○古澤委員 

森田委員と同じ質問でみらいの利用状況について、昨年度私たちも視察に行かせていただ

きましたが、子どもによっては距離的な課題があるのではないかなという疑問がありま

す。５名がどこの小学校、中学校の子ども達なのかという内訳を後日でも構いませんので

教えていただけたらと思います。もしかすると近いところからしか来れていないのではな

いかと思いましたのでお尋ねをさせていただきました。また、今年度は５名通所されてい

るということでしたが、欠席日数が 30 日以上になると不登校としてカウントされると思

いますが、不登校の傾向がある子供たちに対しては、早めの対策が大切と言われますの

で、カウンセリングや、働きかけとか、こういう制度もあるよということでみらいを周知

する必要があると思いますので、その辺りの取組をどのようにされているのか教えてくだ

さい。 

 



 

 

○井手学校教育課長 

今年度通所している５名については、執務室に資料ございますので、後ほど回答とさせて

ください。不登校については古澤委員もおっしゃるとおり、早期対応が非常に大切だと思

っています。まず事前の対応として魅力ある学校、学級づくりを進めることの大切さを管

理職の研修会の中でも伝えております。みらいの周知については学校訪問や校長会の中

で、みらいや、別室の活用、その他不登校に関する施策について説明をして各学校、学級

担任等に周知をおこなっています。またこのような支援センターなどの、本市の不登校へ

の対応については、市の公式のＬＩＮＥやチラシ等を通じて市民へ周知をしたり、実際に

不登校の児童生徒抱えている御家庭にチラシを配布したり、スクールカウンセラー、スク

ールソーシャルワーカーを通じて通所の勧めを行ったりしているところです。今後も周知

を進めていきたいと思っております。 

○古澤委員 

事前の対応として、魅力ある学校づくりということでされてるのはよく分かります。不登

校になる原因として人間関係によるものが１番大きいと言われております。友達からいじ

められた、嫌なこと言われた。声をかけてもらえなくなった、仲間外れにされたといった

部分が多いと思うので、担任の先生方に気軽に相談をできるような体制づくり、それと友

達同士が仲よくしなきゃいけないというその必要性を、いろんな場でさらに周知徹底して

いただけたらなと思います。 

○佐々木教育長 

他に御質問等ありますでしょうか。無いようですので次に議事録承認に移ります。今回は

９月定例会及び臨時会の議事録を事前にお配りしております。内容等の修正とありますで

しょうか。無いようでしたら９月定例会及び臨時会の議事録について御承認頂くというこ

とでよろしいでしょうか。 

○各委員 

異議なし。 

○佐々木教育長 

それでは次に経過報告に入ります。令和７年度鳥栖市教育プラン第２四半期の進行管理に

ついて、事務局から報告をお願いします。 

○西木教育総務課長 

（資料に基づき説明） 

○井手学校教育課長 

（資料に基づき説明） 

○久家生涯学習課長兼図書館長 

（資料に基づき説明） 

○岡本学校給食課長兼学校給食センター所長 

（資料に基づき説明） 

○佐々木教育長 

事務局からの説明が終わりましたが、何か御質問等ありますでしょうか。 



 

 

○戸田委員 

学力の向上の施策のところで、全国学力学習状況調査について各学校にて分析を実施して

いるということですが、どのように分析して、どのように活用されているのか改めて教え

てください。 

○権藤学校教育課参事兼課長補佐兼教育指導係長兼指導主事 

分析については短期的な課題と長期的な課題に分け、短期的に解決できそうなものについ

ては、朝の時間で補充学習を行ったり、家庭学習で補助を行ったりしております。思考力

や表現力といった短期的には解決が難しいものにつきましては、長期的な課題として、校

内研究の一つに取上げて改善を図っていくことを行っております。 

○戸田委員 

短期的な課題と長期的な課題と分けて検討いただいていることも分かっておりますが、

年々出てくる結果に追われるだけでは多分難しい問題もあると思いますので、結果を分析

したものを蓄積していただきながら、取り組んで頂ければなと思います。ニュースで佐賀

県の全国学力テストの結果が出て話題になっていましたけど、もちろんそれに一喜一憂す

る必要はないと思いますが、そこに問題も隠れているとも思いますので、真摯に受け止め

るところ受け止めながら進めていただければと思います。 

○佐々木教育長 

学校の評価結果については、ホームページ等で、報告をしているかと思います。それぞれ

の学校での結果の分析については、先日の校長会や、各学校長との面談もありましたの

で、各校長に、各学校の結果をもとにして、その結果を事業に反映するように、課題によ

ってそれぞれの対応の仕方が違うから、それを各学級の先生方が自分の学級の分析にしっ

かり反映をさせて、改善を図るということに取り組んでほしいということを伝えていると

ころです。他に御質問等ありますでしょうか。それでは令和７年度教育プランの進行管理

について各事業の取組状況について御了承をお願いいたします。続きまして卒業式及び入

学式について事務局から説明をお願します。 

○権藤学校教育課参事兼課長補佐兼教育指導係長兼指導主事 

（資料に基づき説明） 

○佐々木教育長 

事務局からの説明終わりましたが、御質問等ありますでしょうか。日程については校長会

等で各学校校長先生から意見を頂きながら日程を組んでおります。それでは卒業式及び入

学式について、令和７年度鳥栖市立小中学校卒業証書授与式及び令和８年度入学式の日程

について、御了承お願いいたします。続きまして議案第 21 号、学校施設に係る工事の計

画についてを議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

○西木教育総務課長 

（資料に基づき説明） 

○佐々木教育長 

事務局からの説明が終わりましたか御質問等ありますでしょうか。それでは、議案第 21

号学校施設に係る工事の計画について、原案のとおり工事を実施することに御異議ござい



 

 

ませんでしょうか。 

○各委員 

異議なし。 

○佐々木教育長 

議案第 21 号学校施設に係る工事について原案のとおり決しました。事務局は計画のとお

り工事を実施できるよう進めてください。次に、臨時代理報告第５号事務局職員の人事異

動について議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

○西木教育総務課長 

（資料に基づき説明） 

○佐々木教育長 

事務局からの説明が終わりましたが、御質問等ありますでしょうか。無いようですので臨

時代理報告第５号事務局職員の人事異動について、御報告の報告のとおり御了承お願いい

たします。次に臨時代理報告第６号鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会への諮問につい

てを議題といたします。 

 

（非公開の議事開始） 

 

以下の議事については非公開 

臨時代理報告第６号 鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会への諮問について 

 

（非公開の議事終了） 

 

○佐々木教育長 

今後の予定について事務局の説明をお願いします。 

○西木教育総務課長 

（資料に基づき説明） 

○佐々木教育長 

今後の予定について、御質問等ありますでしょうか。たくさん行事が入っております。各

小学校の運動会が２週にわたって開催され、学校訪問も計画をされています。委員の皆様

も御出席をよろしくお願いいたします。これをもちまして鳥栖市教育委員会 10 月定例会

を終了いたします。 

 


